
建設業許可証明書又は建設業許可通知書（どちらか１つ）

※証明書と通知書は異なります。

◎建設業許可番号から、資本金などの建設業許可データを参照します。

【法  人】
①事業税の確定申告書

②納税証明書＋履歴事項全部証明書

※①か②のどちらかを用意下さい。

※事業者証明書類は、資本金が確認できるものをご準備いただきます。

【個人事業主（一人親方）】
①納税証明書

②所得税の確定申告書

③個人事業の開始届

※①~③のいづれか１つを用意下さい。

※①は証明日が1年以内のもの

※②と③は税務署の受付印があり、受付日が1年以内のもの

【法人又は常時従事する労働者が5人以上の個人事業者】
①健康保険加入証明書類

②厚生年金加入証明書類

③雇用保険加入証明書類

【一人親方又は常時従事する労働者が5人未満の個人事業者】
①健康保険加入証明書類（国民健康保険など）

②年金加入証明書類（国民年金）

③雇用保険加入証明書類（5人未満の個人事業主）

③労災保険特別加入証明書類（一人親方や役員以外の労働者がいない場合）

※上記①~③のすべての書類が必要になります。

①建設業退職金共済制度加入証明書類

②中小企業退職金共済制度加入証明書

③建設業退職金共済契約者証

④労災保険特別加入証明書

※上記加入されていれば加入証明書類をご提出下さい。

建設業許可がある場合

建設業許可が無い場合

任意の加入証明書類

  建設キャリアアップシステム事業者登録必要書類

上記書類と追加で下記の社会保険資料が必須です

下記の制度等に加入されているようであればご提出下さい

※建設業許可がある場合とない場合で書類が異なります。ご確認お願いいたします。

社会保険等の加入証明書類


